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流域懇談会の進め方（案）について 

 

来年度、平成 20 年度中の『椎津川水系 河川整備計画（案）』の立案に向け、

流域懇談会を計 3 回程度、開催する予定である。各回の流域懇談会における検

討議事（案）は、以下の通りである。 

また、懇談会の開催に先立ち、予め開催日時等を広報するものとし、懇談会は

原則、一般傍聴を認める。なお、委員の自由な意見を確保する観点から、懇談会

の場において傍聴者から直接意見は聴かないが、意見記入用紙を配布し聴取する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料３ 

1.流域懇談会の設立主旨について 

2.流域懇談会の規約（案）について 

3.流域懇談会の進め方（案）について 

4.椎津川の現状と課題について 

(1)治水 

(2)利水 

(3)環境 

(4)維持管理 など 

第１回流域懇談会（H19.12/19） 

椎津川河川整備計画の決定 

平成 19 年度 

1.第 1 回懇談会における意見と対応 

2.河川整備計画（原案）について 

(1)河川整備計画の目標 

(2)計画対象期間及び対象区間 

(3)河川整備の実施に関する事項 

(4)河川の維持管理に関する事項 

第２回流域懇談会（H20.●/●） 

1.第 2 回懇談会における意見と対応 

2.河川整備計画（案）の作成 

第３回流域懇談会（H20.●/●） 

市原市長 

の意見 

平成 20 年度 

流域住民 

の意見 

学識経験者 

の意見 


